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概　要

本稿は，小・中学校の教職志望学生に義務

化されている「介護等体験」の事前指導によっ

て，「介護等体験と教職観を結び付ける」態度

を獲得させるための教育方法と教育効果の評

価方法を提案した。小松・大坂（2019）の実

践から明らかになった課題・問題点を踏まえ

て，徳山大学における教職科目「教職ボラン

ティア実習」内で，新たな教育方法としてア

クティブ・ラーニング型授業のケースメソッ

ドを導入した。さらに教育効果の評価を客観

的に行うために，受講前後で受講生の介護等

体験の目標記述がどのように変容したかをテ

キストマイニングを用いて分析した。その結

果，事前指導によって介護等体験と教職観を

結び付ける受講生の数を増やすことはできな

かったが，全授業回に出席した受講生に限る

と，受講前には見られなかった介護等体験と

教職観の結び付きを受講後には確認できた。

したがって，一定の教育効果は得られたと言

える。

1. 問題

1-1. 介護等体験における事前指導の実態と課題

「介護等体験」とは，小・中学校の教職志

望学生に対して実施が義務化されており，「介

護等体験特例法（平成9年6月18日法律第90

号）」によれば，「“個人の尊厳”と“社会連帯

の理念”に関する認識を深めること」によっ

て「教員としての資質の向上」と「義務教育

の一層の充実」を達成することを目的とした

ものである。平成9（1997）年に議員立法と

して法案が成立してから後20年以上の間に，

その事前指導に関する実践・研究が蓄積され

てきた。その中で，小松・大坂（2019）は第

1章において，介護等体験の事前指導が次のよ

うな段階を経て発展してきたとまとめている。

第一段階は事前指導を「実施」する段階で

あり，大学での授業時間が限られているため，

事前指導が正規の授業外での短期集中型のオ

リエンテーションになりやすい実態があった

ことを指摘した。続いて第二段階は，事前指

導を「単位化」する段階であり，介護等体験

の教育的意義を深く認識し始め，事前指導を

各大学・学部にふさわしい形で授業として実

施し，単位化＝カリキュラムの中に組み込む

動きが進んできた段階である。そして現在は

第三段階の，事前指導を「総合化」する段階

にあると言える。これは，介護等体験の法的

根拠である「介護等体験特例法」の趣旨や，

教職課程全体の中での介護等体験の意義を踏

まえた上で，事前指導の内容を抜本的に修正・

再検討する段階である。特別支援学校および

社会福祉施設で介護等体験を行う意義は，障

害について正しく学び，特別支援教育，介護・

福祉のあり方を学習する機会を得る点にもあ
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1）山口県内の特別支援学校は，複数の対象障害種に対応した総合的な支援を行うという趣旨で，全て「総
合支援学校」という名称に変更されている（国立大学附属の特別支援学校等は除く）。しかし，多くの地
域において「総合支援学校」という表記は一般的ではないため，本稿では便宜上，登場する固有名詞を除
き，「総合支援学校」と書くべきところは全て「特別支援学校」と表記している。

ると考えられる。したがって，介護等体験内

で効果的な学習が達成されるように，事前指

導の質の向上が求められている。具体的には，

介護・福祉・特別支援教育に関わる包括的な

知識・技能の習得と，教職観の変容を促す学

習が同時に期待されている。

以上のような変遷を踏まえ，小松・大坂

（2019）では，次の第四段階として，事前指

導の「主体化」段階に向けた方法を開発・提

案した。

1-2. 特設科目「教職ボランティア実習」のカ

リキュラム開発

徳山大学（山口県周南市: 私立大学）では教

職課程を履修する中学校教職志望学生に対し，

社会福祉施設で5日間，特別支援学校1）で2日

間の介護等体験を義務付けている。その事前

指導のために「教職ボランティア実習」とい

う科目（2単位）を3年次に開講している。介

護等体験に行くためには，全員がこの科目を

履修しなければならない。

先に述べた第四段階，事前指導の「主体化」

段階とは，事前指導を単なる職場体験学習の

準備ではなく，特別支援教育や福祉のあり方

に関する包括的な知識・技能の習得と，教職

観の変容を達成する教育内容にした上でさら

に，学生の主体的・能動的な学びを促すよう

な教育方法と教育効果の評価方法を実践する

段階である。徳山大学では2018年度から，科

目「教職ボランティア実習」の中でその実践

を始めている。実践内容は次節にて簡潔に述

べるが，詳細は小松・大坂（2019）を参照さ

れたい。

1-3. 2018年度の実践内容とその課題・問題点

事前指導の「主体化」のために，2018年度

に行った「教育方法」と「教育効果の評価方法」

の特徴について，それぞれ端的に説明する。

教育方法の開発　まず教育方法の特徴は，

アクティブ・ラーニング（以下，ALとする）

による手法を導入した点である。具体的には，

各受講生が体験を行う特別支援学校と社会福

祉施設がどのような学校・施設なのかを主体

的に理解するため，ジグソー法によるポスター

ツアー（栗田, 2017; 寺田, 2018）を実施し

た。学校・施設の生徒・入所者のこと，各学

校・施設の教育内容・事業内容などについて

まずは自分自身で調べ，それをグループ内で

共有し学び合う。さらに調べた内容を各グルー

プで1枚のポスターにまとめ，ポスターツアー

を行いグループ間で発表し合った。この手続

きにより，自分で調べた内容をグループ内で

共有し，また他者にその内容を説明すること

で，効率的に学習を深める効果が得られる。

これ以外にも，AL型授業として高齢者疑似

体験と車いす体験を実施した。受講生は当事

者役と介助者役に分かれ，当事者役は高齢者

疑似体験セットを装着するか，または車いす

に乗ることで当事者を体験し，介助者役はそ

れをサポートすることで，高齢者・車いす利

用者の介助の際に留意しなければならないこ

とを確認した。体験終了後，それぞれの立場

で気づいた点を発表し合い，共有した。

教育効果の評価方法の開発　このようにAL

型授業を実践したが，その教育効果の評価が

必要である。そこで，介護等体験の事前指導

の「主体化」の達成度を評価するために，「体

験目標の記述内容の変容を分析する」という

方法を考案した。先述のAL型の授業回（計5

回）の実施前後で，各受講生に介護等体験に
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向けた目標を設定させ，その記述内容につい

てAL型授業前後での変化を分析した。その結

果，受講前よりも後に「障害者・高齢者“一

人ひとり”を意識する」と記述した人数が増

加し，介護等体験特例法の法律文にもある“個

人の尊厳”の視点を獲得できたことが確かめ

られた。

今年度に向けた課題　以上のように，介護

等体験の事前指導の「主体化」のためにAL

型授業を行った結果，個人の尊厳を重視する

姿勢の獲得が教育効果として明らかになった。

しかしその一方で，課題も残った。それは授

業によって「介護等体験」と「教職観」を結

び付けるような目標の記述を増やすことがで

きなかった点である。体験目標として「教員

に必要な力を身につける」と記述した受講生

が1名いたものの，その学生はAL型授業を受

講する前からすでにそれを目標として掲げて

おり，教育の効果ではなかった。この学生以

外に「介護等体験」と「教員としての資質の

向上」を結び付けて捉えた受講生は全くおら

ず，AL型授業後にもその数を増やすことはで

きなかった。

以上の課題・反省点から，教育方法を改善

するために，今年度の「教職ボランティア実

習」では，以下の通り授業方法・カリキュラム・

評価方法を改変した。

・ 授業回数の増加: 2018年度までは，全

15回の授業回のうち第12回から第14

回までの計3回は休講としていた。それ

は，受講生が介護等体験に参加するこ

と自体を授業回として換算していたた

めであった。しかし今年度はより充実

した指導のため，実際の介護等体験の

日程と重複する第9回以外の全14回の

授業を実施した（表1）。

・ 外部講師の講演の充実: 2018年度まで

は1回であった外部講師の講演を2回に

増やした。具体的には，障害者を家族に

持つ当事者の葛藤や支援のあり方を研

究している研究者と，本学OB・OGで

あり卒業後に特別支援学校に勤務する

教員という，障害者支援や介護に関わ

る2種類の「当事者」に登壇頂き，その

苦労や介護対象者と接する際の心構え

等についてお話し頂いた。

・ 「ケースメソッド」の導入: 「介護等体験

と教職観の結び付き」を意識した目標

の記述を増やすために，有効なAL手法

として，医療分野や法曹分野で活用さ

れている「ケースメソッド」を導入した。

実践の詳細は次章で述べる。

・ 「体験日誌」の充実と効果的な活用: こ

れまで体験後のレポート提出に向けた

記録としての要素が大きかった介護等

体験日誌の内容を充実させ，活用方法

も見直した。具体的には，体験日誌に「介

護等体験の心得」や「提出物チェック

リスト」といった項目を追加し，不備

なく体験に参加し，また体験手続きを

完了させられるよう配慮した。加えて，

体験の自己目標を事前に設定・記述させ

る時間を前年度より長く設定するとと

もに，具体的な体験日誌の活用方法に

ついても詳しく解説する時間を設けた。

さらに，この体験日誌そのものも体験終

了後に提出を義務付けることで，体験

日誌への積極的な記録を促すとともに，

学生が体験でどのような学びや気づき

を得たのか，そしてそれをどのように

省察・総括したのかといった点につい

ても授業評価に加えることができるよ

うになった。
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表1　2019年度「教職ボランティア実習」の授業の実施状況と評価の観点

授業回 授業内容 主担当教員
到達目標と

の関連
評価の方法

第1回
オリエンテーション

（受講前）介護等体験の目標を立てる
大坂 （ⅰ） 小レポート

第2回
書類作成・証書の準備①：特別支援学校

編
大坂 （ⅱ）

提出書類の記入

状況

第3回

書類作成・証書の準備②（特別支援学校

編の続き）

教員養成における介護等体験の意義①：

教職志望者が介護等体験を通して得られ

る経験や学びについての調べ学習

大坂 （ⅱ）（ⅲ） 小レポート発表

第4回

教員養成における介護等体験の意義②：相

模原連続殺傷事件を事例に社会的弱者を排

除しない社会や教育制度のあり方について

考える

大坂 （ⅱ）（ⅲ） 小レポート

第5回 書類作成・証書の準備③：社会福祉施設編 大坂 （ⅱ）
提出書類の記入

状況

第6回
外部講師の講演①：大学卒業後に特別支

援学校で働く私達の先輩の話
大坂

（ⅰ）（ⅱ）

（ⅲ）
小テスト

第7回 特別支援学校①：講義と次回の準備 小松 （ⅱ）（ⅳ） 小レポート

第8回 特別支援学校②：ポスターツアー 小松 （ⅱ）（ⅳ）
ポスター作成・

発表

第9回 介護等体験への参加（授業は休講） （ⅳ） 体験日誌

第10回 高齢者疑似体験・車イス利用体験 小松 （ⅱ） 小レポート

第11回 社会福祉施設①：講義と次回の準備 小松 （ⅱ）（ⅳ） 小レポート

第12回 社会福祉施設②：ポスターツアー 小松 （ⅱ）（ⅳ）
ポスター作成・

発表

第13回

外部講師の講演②：障害者を家族に持つ

当事者の葛藤や支援のあり方を研究して

いる方の話

大坂 （ⅱ）（ⅲ） 小レポート

第14回
学校での事例を考える（発達障害）：ケー

スメソッド
小松 （ⅲ）（ⅳ） 小レポート

第15回

介護等体験の振り返り，省察レポートの

記入・提出方法の確認　（受講後）介護等

体験の目標を立て

大坂・小松 （ⅳ） （省察レポート）

注）到達目標として（ⅰ）介護等体験の制度的・社会的・教育的意義を理解できること，（ⅱ）介護等体験に関

連する用語や概念を理解し，体験で求められる基礎的な技能を習得できること，（ⅲ）障害者や高齢者など社

会的弱者の置かれている状況と，それを支援する人の心境を理解できること，（ⅳ）介護等体験に主体的・意

欲的に参加し，その成果や課題をレポートにまとめられること，の4観点を設けた。また，着色部（第6回，

第14回）は，2019年度に新たに設けた授業回である。 
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教育方法だけでなく，教育効果の評価方法

も改良した。小松・大坂（2019）では体験目

標の記述を分析する際に，記述内容を6つの

カテゴリーに分け，各カテゴリーの記述人数

の増減を算出した。記述内容のカテゴリーは，

筆者らが任意に設けたものであり，介護等体

験の目的（個人の尊厳と社会連帯の理念に関

する認識を深める）を理解できているか，介

護等体験と教員としての資質の向上を結び付

けることができているか，などの評価を重視

して，カテゴリーを構成した。しかしこの方

法では，カテゴリー構成に分析者の主観が影

響し偏りが生まれ，体験目標の変化を正確に

捉えきれていなかった可能性がある。

そこで本研究では，分析にテキストマイニ

ングを用いることとした。テキストマイニン

グの利点として，主観的要素をできるだけ排

除して自由記述によるテキストデータを分析

できる点が挙げられる（樋口, 2014）。したがっ

て，本研究では結果の分析にテキストマイニ

ングの方法を用い，受講生が自由記述した目

標をテキストデータとして分析し，受講生の

変化を客観的に捉えることとした。

以上をまとめると，本稿の目的は，2018

年度の実践で課題・反省点として残った「介

護等体験と教職観を結び付ける」ことを達成

するために，教育方法として新たにAL型授

業「ケースメソッド」を導入するなどの改変

を行い，さらに教育効果の評価方法として「テ

キストマイニング」による分析を行うことで，

介護等体験に向けての目標が受講前後でどの

ように変容したかを客観的に明らかにするこ

とであった。

2．教育方法の実践

2-1. ケースメソッドとは

「ケースメソッド（case method）」とは，

ケース（事例）を取り上げ，それについて討

論（ディスカッション）を行う授業形式のこ

とである（岡田, 2011; 竹内, 2010）。ケース

スタディ（事例研究: case study）が文字通り

「研究」であるのに対し，ケースメソッドとは

「教育」法である。判断や対処を求められるよ

うなケースを教材に，学生が当事者の立場に

立って討論をし，自分ならばどのように行動

すべきかを考え，適切な判断ができるように

なることを目指す。特徴としては，教材が教

科書ではなくケースであること，学習方法が

ケースの理解と討論の参加であること，教育

目標が実践に即した判断力・解決力，考え抜

く力や態度の形成であること，講師の役割は

知識の伝達ではなく，学生が主体的に考え学

ぶのをサポートすることである。ケースメソッ

ドは，20世紀初頭にハーバード大学法律大学

院で行われていた判決研究の授業方法を，同

大学の経営大学院にて経営教育として応用し，

開発された教育方法である。現在は，活用の

場として専門職大学院だけでなく，専門職養

成の学部教育などでも取り入れられている。

2-2. 介護等体験の事前指導への導入

本稿の第1章でも述べた通り，2018年度「教

職ボランティア実習」実践後に明らかになっ

た課題・反省点として，受講生が体験目標を

立てる際に「介護等体験と教職観を結び付け

られていない」ことが挙げられた。そこで授

業カリキュラムの見直しを行ったところ，受

講生が，特別支援学校・社会福祉施設や障害

者・高齢者に関わる知識を得たり，その視点・

立場に立つ疑似体験の機会を得たりすること

が可能な内容にはなっていた。しかし，「教員

の視点・立場に立つ」イメージを持てるよう

な内容は設定されていなかった。したがって，

高齢者や障害者の立場だけでなく，教員の視点・

立場を獲得する授業が必要であると考えた。
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そこで本研究では，教育現場のケースにつ

いて討論をしながら，自らが教員の立場に立っ

て考え判断をする「ケースメソッド」が，教

員の視点の獲得に有効な教育方法であると考

えた。第14回の授業において「発達障害の生

徒を持った学級担任」に関するケースを教材

にして，ケースメソッドによる授業を実践し

た。

2-3. ケースメソッドの実践

目的

受講生が介護等体験と教職観を結び付ける

ことができるように，ケースメソッドによる

授業を行い，教員の視点・立場を獲得させる

ことを実践の目的とした。

授業内容

受講回と受講生数　ケースメソッドによる

授 業 は， 第14回（2019年7月17日 ） に 実

施した（表1参照）。それ以外の授業内容で

2018年度から新たに加えた授業は，第1章で

述べた通りである。その他の授業回は，2018

年度とほぼ同じ内容であった。受講生数は46

名（男性34名，女性12名）であった。

教材として使用したケース　北島（2011）

の「CASE 中学校 発達障害が疑われる不登校

の中学1年のみなみ」のケースを用いた。こ

のケースは岡田・竹鼻（2011）の「教師のた

めのケースメソッド教育」という書籍内で教

師用教材として作成されたものである。この

ケースを選択した理由は，一つは介護等体験

内でも接する可能性のある「発達障害」を扱っ

ていた点であった。もう一つは「中学校」を

題材としていた点であり，本科目の受講生が

中学校の教員免許の取得を目指しているため

であった。ケースの概要は，幼少期より発達

障害が疑われる女子生徒が中学1年生になっ

たとき，保健室登校から不登校になったケー

スであった。ケース文では，「みなみ」という

名前が使用されていたが，本授業では「A子」

とした。

授業の進め方　最初に，1）担当教員による

「発達障害」の講義を30分間行ったのち，ケー

スメソッドにしたがって2）個人学習を20分

間，3）グループ討議を20分間，行った。

1）の「発達障害」の講義では，「自閉症ス

ペクトラム症」「学習障害」「注意欠如・多動症」

を中心に各障害の特徴を説明した。かっこ埋

めのプリントを配付し重要なポイントを記入

させることで，各発達障害の特徴に関する知

識の伝達を行った。

その後ケースメソッドに従い，まずは2）

の個人学習を行った。受講生には，自分たち

がA子の担任の立場であることを伝えた上で，

ケースについて記載された紙を配付し読ませ

た。同時に「問1（状況・問題の把握）A子は，

どんな生徒で，何に困っているのか，学習面，

社会性面，家庭環境面から考えてください」「問

2（今後の対応策）今後の対応のために，どの

ようなことが必要ですか？ 担任の立場からで

きることを，学習面，社会性面，家庭環境面，

他機関・関係者との連携の面それぞれ具体的

に考えてください」という2つの設問につい

て，個人で考えさせ解答させた。続いて3）の

グループ討議では，「問3（今後の対応計画）

担任の立場で，今後の対応計画を考えてくだ

さい（具体的に，いつ頃，どのような行動を

とるか）」という設問に対して，4，5名のグルー

プに分かれて討論を行わせ，最終的に各グルー

プで一つの対応計画を立てさせた。一般的な

ケースメソッドでは，最後にグループ全体で

の討論を行う。筆者らも事前には全体討論の

実施を計画していたが，授業時間が不足し実

施できなかった。
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3．教育効果の評価

3-1. 目的

2019年度の教職課程科目「教職ボランティ

ア実習」内にて実践した事前指導（全14回）

の教育効果を評価し，受講生の変容を明らか

にすることを目的とした。そのために，科目

受講前（第1回）と受講後（第15回）に介護

等体験に対する目標を立てさせ，その記述内

容をテキストマイニングにより分析した。分

析は，全受講生（途中欠席者を含む）を対象

とした「分析1」と，欠席による影響を考慮し

て欠席者を除いた，全ての授業回に出席した

受講生を対象とした「分析2」の二つを実施し

た。

3-2. 方法

分析対象学生　分析1では，全受講生46名

を対象とした。対象者には途中欠席者も含ん

でいた。欠席回数は1回が11名，2回が4名，

3回が1名であり，欠席理由は部活動などの課

外活動および傷病であった。分析2では，欠

席者を除外して，全ての授業回（全14回）に

出席した受講生30名（男性22名，女性8名）

を対象に分析を行った。

授業内容　全14回の授業内容は，表1の通

りであった。2018年度に実施した授業内容に

加え，本稿の第1章でも述べたように外部講

師の講演をさらに1回増やし，第2章で述べた

ケースメソッドによる授業を行った。なお第9

回は，実際の介護等体験の体験日と重複した

ため休講とした。

体験目標の記述　受講前の体験目標は，第

1回のオリエンテーション時に，担当教員より

授業の到達目標や成績評価の方法，介護等体

験の概要説明が簡単に行われた後に記述させ

た。受講後の体験目標は，第15回の最後に記

述させた。設問は「介護等体験での体験目標

を立ててください。計7日間の体験で何を学

ぶのか，何を得ようとしているのかを書いて

ください」であった。

テキストマイニングによる分析　記述され

た目標に対して，テキストマイニングの方法

を用いて分析を行った。自由記述で得られた

テキストデータについて，テキストマイニン

グのフリーソフトウェアであるKH Coder（樋

口, 2004）を用いて分析した。分析の前処理

として，誤字・脱字を修正し，語句ごとにひ

らがなと漢字の使用を統一した。また，意味

が同じで表記が異なる語句を一つの語句に統

一した（例: 「教諭」「教育者」などを「教員」

に統一した）。

まず，受講前後それぞれについて頻出語の

抽出を行い，その出現数を算出した。次に，

各語の出現パターンが類似した語，すなわち

共起の程度が強い語を線で結びネットワーク

で描く共起ネットワーク分析を行った。

3-3. 結果と考察

分析1：全受講生46名　総抽出語数は，受

講前は1,399語であり，受講後は2,233語で

あった。授業を受講した結果，使用語数の単

純な増加が見られた。

次に，受講前後それぞれの，頻出語の出現

数を算出した。その上位10番目までを表2に

示す。結果から，受講前後に関係なく「学ぶ」

という語が最も多く使用されており，「介護等

体験」が学びの場として捉えられていること

を確認できた。受講前後に見られた変化で特

徴的な点を挙げると，「コミュニケーション」

という語の使用が10個から31個に大幅に増

加していた。使用例を見ると「（特別支援学校，

社会福祉施設にいらっしゃる）様々な人々と

コミュニケーションを取りたい」という表現

が多く見られた。このことは事前指導によっ

て，介護等体験の目的が各学校や施設の方々

と交流することにもある点を理解できたこと
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を表している。

本研究の目的であった，ケースメソッドを

用いることで教員の視点・立場を獲得させ，

「介護等体験と教職観を結び付ける」態度を獲

得させることができたかという点を検討する

ために，「教員」という語に着目した。その結

果，受講前は8個使用されており（表2），使

用例を見るとそのうち7個が介護等体験を教

員になった際に役立てたいという趣旨の記述

であった。しかし受講後は6個しか出現して

おらず，減少した。このことから，ケースメソッ

ドを含む本年度の事前指導では，介護等体験

と教職観を結び付ける受講生を増加させると

いう教育効果は得られなかった。

続いて，最少出現数が3個以上の語を対象

に，受講前後でそれぞれ共起ネットワーク分

析を行った。その結果を図1および図2に示す。

図は，共起関係が強いほど太い線で示されて

おり，共起関係の強弱はJaccard 係数（図中

のCoefficient，0から1までの値をとり，関

連が強いほど1に近づく）を用いて計算して

いる（樋口, 2014）。本分析ではJaccard係数

が0.2以上の語のみ表示されるようにした。円

の大きさは各語の出現数の多さを示しており，

大きい円ほど出現数が多いことを示す（図中

のFrequency）。各円の色の濃さ（グレース

ケール）は，ネットワーク内での中心性の高

さ（ネットワーク構造の中でその語がどの程

度中心的な役割を果たしているか）を表して

おり，濃い色ほど中心性が高いことを示す。

さらにこの分析では，比較的強くお互いに結

び付いている語を自動的に検出してグループ

分けをしており（図中のSubgraph），円の色

が同じであれば同じグループに属する語であ

ることを示す。実線は同じグループに属する

語同士であることを示し，点線は異なるグルー

プに属する語であることを示す。

まずグループ数を見ると，受講前は6グルー

プであったのが受講後には11グループに増加

していた。また各グループを見ると，受講前

に比べてグループを構成する語の種類が増加

しており，これらから事前指導によって知識

が増え，各語のネットワーク化が進むなどの

教育効果が表れたと考えられる。

次に中心性を見てみると，受講前に中心性

が最も高かったグループは，「教員」「生徒」「特

表２　受講前後の上位頻出語（分析1）

受講前 受講後

抽出語 出現数 出現数

学ぶ

人

介護

接する

コミュニケーション・思う・理解

高齢者・障害者

教員・持つ・体験

子供・相手・必要

介護等体験・気持ち・生徒

行動・自分・対応・知識・得る・能力

24

20

14

13

各10

各9

各8

各7

各6

各5

学ぶ

人

コミュニケ―ション

取る

介護

体験

自分

積極的

接する

関わる

39

36

31

24

20

17

16

14

11

10

注）分析では「介護等体験」と「体験」は，独立した語として抽出されるように設定した。
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別支援学校」「子供」「関わり」等で構成され

たグループであった。この結果は，受講前に

すでに，介護等体験と教職観が結び付けられ，

さらに中心性が高かったことを表している。

しかし受講後は，「様々」と「触れ合う」の2

語で構成されているグループが最も中心性が

高く，2番目に高かったのは「頑張る」「目標」「知

識」の3語で構成されているグループであっ

た。「教員」という語はどのグループにも属し

てなかった。つまり受講前に確認された介護

等体験と教職観の結び付きは，受講後には確

認できなかった。

図１　受講前の共起ネットワーク図（分析１）

図２　受講後の共起ネットワーク図（分析１）
注）図中の「身に付」とは「身に付ける」の意で使用された例，「接」とは「接する」の意で使用された例，「活か」

とは「活かす」の意で使用された例である。 
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分析2: 欠席者を除いた30名　分析1の対象

者46名の中には，欠席をした者も含まれてい

た。事前指導の効果をより厳密に検討するた

めに，分析2では欠席者16名のデータを除外

して全ての授業回に出席した30名を対象に分

析を行った。その結果，総抽出語数は，受講

前は934語であり，受講後は1,533語であっ

た。したがって使用語数の単純な増加が，分

析1と同様に見られた。

受講前後それぞれについて，頻出語の出現

数上位9番目までを表3に示す。10番目の頻

出語は該当語数が多く全てを記載するには本

稿の紙面が不足するため，記載しない。

分析1と分析2について，表2に記載しな

かった11番目以降の語，および表3に記載し

なかった10番目以降の語までを含めて，受講

後の各語の出現数を検討したところ，「考える

（6個）」「目標（6個）」「必要（5個）」「聞く（5

個）」「施設（4個）」「多く（4個）」「知識（4個）」

の7語は，全て全授業回出席者が使用したも

のであることがわかった。また「介護等体験」

の受講後の出現数は，全受講生46名では8個

であったが，そのうち7個が全授業回出席者

の使用したものであることがわかった。使用

例を挙げると，受講前に「障がいのある子供

や高齢者との体験を通して，どのように接す

ることが大事なのかを学びたい」と記述して

いた学生が，全授業回に出席した後，「この7

日間の介護等体験を通して私は，教員になっ

てからの障がい者への対応，コミュニケーショ

ンの取り方や知識を体験先の職員の方に聞き，

学びたい。そして実習で入居者と実際にコミュ

ニケーションをしっかり取ることを目標とし

て頑張りたい」と記述していた。これら以外

にも，「高齢者」「介護」「教員」「障害」「コミュ

ニケーション」の受講後の出現数（分析1で

の出現数）の8割以上が，全授業回出席者が

記述したものであったことが明らかとなった。

これらの結果から，全授業回に出席した受講

生の方が「考える」や「聞く」「知識」などの

語を多用しており，介護等体験に向けて考え

たり知識を得たりなど，学ぼうとする意欲が

高かったと考えられる。

さらに，「介護等体験と教職観の結び付き」

表３　受講前後の上位頻出語（分析2）

受講前 受講後

抽出語 出現数 出現数

学ぶ

人

理解

コミュニケーション・介護・接する

相手・必要

教員・体験

介護等体験・気持ち・高齢者・子供・

障害者・得る

活かす・思う・持つ・取る・生徒

考える・行動・対応・知る・知識・

特別支援学校

17

11

9

各8

各7

各6

各5

各4

各3

人

コミュニケーション・学ぶ

取る

介護

自分・体験

積極的

介護等体験・接する

いろいろ・たくさん・考える・行動・

高齢者・仕事・職員・目標

教員・見る・障害・必要・聞く・様々な

28

各25

19

17

各10

9

各7

各6

各5
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について検討するために，先述の語のうち「教

員」という語に着目したところ，全授業回出

席者での受講前の出現数は6個であったが，受

講後は5個に減少していた。したがって，分

析2の結果からも，介護等体験と教職観を結

び付ける受講生を増加させるという教育効果

は得られなかったと言える。

次に，受講前後で共起ネットワーク分析を

行った結果，図3および図4のようになった。

グループ数を見てみると，受講前は6グルー

図３　受講前の共起ネットワーク図（分析２）

図４　受講後の共起ネットワーク図（分析２）
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プであったのが受講後には5グループに減少

していた。しかし各グループを見てみると，

受講前に比べグループを構成する語の種類が

増加しており，事前指導により知識が増えネッ

トワーク化が進むという教育効果が見られた

と言える。

受講後の図について，図2（分析1）と図4

（分析2）を比較してみると，図2では「高齢

者」「障がい」「関わる」「教員」という語はど

のグループにも属していなかったが，図4で

は一つのグループにまとまっていた。また図2

では「相手」「考える」「行動」のグループと「実

習」「現場」「活かす」「対応」のグループは別

個のグループであったが，図4では一つのグ

ループにまとまっていた。このことからグルー

プ数が減少したのは，全授業回出席者の方が，

複数の知識を結び付けて目標を立てることが

できたためと考えられる。

中心性を見てみると，図2では「触れ合う」

「様々」のグループ，続いて「頑張る」「目標」

「知識」のグループが高かったが，図4では，「体

験」「高齢者」「障がい」「教員」「関わる」の

グループが最も高かった。「教員」という語が

「体験」「高齢者」「障がい」と同じグループを

形成したこと，さらにそのグループの中心性

が最も高かったことは，全授業回出席者が「教

員」と「高齢者・障がい者と関わる体験」を

結び付けられたことを示しており，本研究が

目指していた介護等体験と教職観を結び付け

ることが一部，達成できたと考えられる。

以上をまとめると，ケースメソッドを追加

した事前指導により，介護等体験と教職観を

結び付けた目標を立てる受講生の単純な人数

を増やすことはできなかったが，全授業回出

席者の中に，教職を意識化し介護等体験と結

び付けることができた学生がおり，一定の教

育効果はあったと言える。

4．全体的考察

本稿は，介護等体験の事前指導について，

2018年度の教育実践で課題・反省点として

残った「介護等体験と教職観を結び付ける」

ことを達成するために，特に教育方法として

新たにAL型授業「ケースメソッド」を導入し，

さらに教育効果の評価方法として「テキスト

マイニング」による分析を用い，介護等体験

に向けての目標が受講前後でどのように変容

したかを客観的に明らかにした。欠席者を含

む全受講生の分析（分析1）では，頻出語の出

現数の分析と共起ネットワーク分析の結果か

ら，事前指導をすることで介護等体験と教職

観を結び付けた目標を記述する受講生を増加

させることはできなかった。また，全授業回

に出席した受講生に限った分析（分析2）でも，

受講後に「教員」という語の出現数を増加さ

せることはできなかった。

しかし，分析2の共起ネットワークの結果

の中で，「教員」と「高齢者」「障がい」「関わる」

「体験」という語がネットワークを形成して一

つのグループを構成しているという結果が得

られ，さらにそのグループの中心性が最も高

かった。これらの結果から，全ての授業に出

席した受講生の中には，ケースメソッドの導

入などによって，受講後に介護等体験と教職

観を結び付けることができた学生が一定数存

在していることを確認できた。

「介護等体験と教職観の結び付き」を形成さ

せる以外に，今年度の事前指導で得られた教

育効果を挙げると，受講前後で目標記述時の

使用語数が増加していたこと，また共起ネッ

トワーク分析の結果から，使用語の種類が増

加しさらに各語のネットワーク化が進んだこ

とが指摘できる。これらの結果は，全14回の

事前指導により受講生の知識が増え，また知

識のネットワーク化を進めることができたと
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いう教育効果が得られたことを示している。

ケースメソッドの導入などによるAL化を

推進した今年度の授業改善をもってしても，

教職志望学生に介護等体験を通した教職観の

変容・意識化を迫るには十分とは言えない結

果となった。今後のさらなる改善に向けて，

まずは教職を意識化できる受講生の数を増や

すために，今年度以上に，教員の視点・立場

を獲得させたり介護等体験と教職を結び付け

たりすることができる内容の授業回数を増や

し，教育効果を高める必要があるだろう。
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